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議案第４５号 

川越市税条例の一部を改正する条例を定めることについて 

川越市税条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

令和８年６月２日提出 

川越市長 森 田 初 恵 

 川越市税条例の一部を改正する条例 

川越市税条例（昭和２９年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第３４条の６第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第

３項又は第４項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３６条の３の２第１項第３号及び第

３６条の３の３第１項において」を「以下」に改める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２

号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、

同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

 次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告

書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項にお

いて「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条において同

じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者 
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⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に

掲げる者であつて、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）をいう。次号

及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有

する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは

特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額

が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に

掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年

最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令

第４８条の９の７の３に規定する金額に満たない者を除く。）であつ

て、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若し

くは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）

若しくは特定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）

を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条

第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の

８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条

第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規

定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。 
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２  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 公的年金等支払者の名称

⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特

別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当

する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

⑶ 特定配偶者の氏名

⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名

⑸ その他施行規則で定める事項

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあつては

２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令

和７年」を「令和１２年」に改める。 

附則第７条の４中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項

又は第４項」に改める。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の

３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」

を加える。 

附則第１０条の２中第１６項を第２４項とし、第５項から第１５項まで

を８項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の８項を加える。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備について同号に規定 

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定する設備について同号に規定 

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定する設備について同号に規定 

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備について同号に規定 

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 
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９ 法附則第１５条第２４項第２号に規定する設備について同号に規定す 

る市町村の条例で定める割合は、５分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備について同号に規 

定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定する設備について同号に規 

定する市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第２４項第４号に規定する設備について同号に規定 

する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１０条の２に次の２項を加える。 

２５ 固定資産税に係る法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

２６ 都市計画税に係る法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の

条例で定める割合は、３分の１とする。 

附則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４

条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２

第１２項」に改め、同条に次の１項を加える。 

４  第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から

第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法（

昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３

条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１

項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成１５

年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は

第２項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないも
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のとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２及び第３６条の３

の３の改正規定並びに附則第６条及び第７条の３第１項の改正規定並

びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

⑵ 第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１

日 

⑶ 第３４条の６第２項の改正規定並びに附則第７条の４、第９条の２

及び第１７条の２の改正規定並びに次条第３項の規定  令和１０年１

月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の川越市税条例（以下「新条例」という。）

第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定

の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（以下この項において「公

的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項

の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年

金等について提出したこの条例による改正前の川越市税条例第３６条の

３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第７条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の

納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律

（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税法等改正法」と

いう。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定

により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規
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定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規

定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規

定する特例既存住宅及び同条第３５項の規定により同条第１項に規定す 

る既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。） 

若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例

増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る

部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の

規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項

に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによ

りその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納

税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税

特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定

により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に規

定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規

定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規

定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増

改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（

同条第２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなさ

れる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の

定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従

前の例による。 

３  新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務

者が前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条

の２第１項の土地等の譲渡について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関す

る部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和８年度以後の年

度分の都市計画税について適用する。 

提 案 理 由 

 地方税法の一部改正に伴い、このように措置する必要がある。 
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議案第４６号 

川越市印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて 

川越市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

令和８年６月２日提出 

川越市長 森 田 初 恵

川越市印鑑条例の一部を改正する条例 

 川越市印鑑条例（昭和５３年条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

 第１４条第１項ただし書中「個人番号カード（」を「個人番号カード、

出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５

の２第１項に規定する特定在留カード又は日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７

１号）第１６条の２第１項に規定する特定特別永住者証明書（以下この項

において「個人番号カード等」といい、」に、「電子証明書記録個人番号

カード保有者」を「電子証明書記録個人番号カード等保有者」に、「当該

個人番号カード」を「当該個人番号カード等」に改め、同条第２項中「電

子証明書記録個人番号カード保有者」を「電子証明書記録個人番号カード

等保有者」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提 案 理 由 

出入国管理及び難民認定法等の一部改正により、このように措置する必

要がある。 
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議案第４７号 

川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

等の一部を改正する条例を定めることについて 

 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例を次のとおり定める。 

令和８年６月２日提出 

川越市長 森 田 初 恵

川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例 

（川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第１条 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（

平成２４年条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第３号中「第５条の２の８」を「第５条の２の８第１項」に

改める。 

  第２０条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務

する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教育

法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて

卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又は

これと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児

の療育に関する知識及び経験を有する者であって障害児の療育の指導

を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、

9



かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下この項及び附則

第９項において「特定理学療法士等」という。）を、１人に限り、保

育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を

行うに当たっては、当該保育所の保育士（附則第４項、第６項又は第

７項の規定により保育士とみなされる者を除く。）による支援を受け

ることができる体制を確保しなければならない。 

  附則第４項中「この項」の次に「及び附則第９項」を加え、「限って」

を「限り」に改め、同項ただし書中「保育士」の次に「（同条第３項又

は附則第６項若しくは第７項の規定により保育士とみなされる者及び同

条第３項ただし書の規定による支援を行う者を除く。）」を加える。 

附則第８項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、附

則第４項、第６項又は前項」を「同条第３項又は附則第４項若しくは前

２項」に改め、「除く」の次に「。次項において同じ」を加え、附則に

次の１項を加える。 

９ 第２０条第３項及び附則第４項の規定により特定理学療法士等及び

看護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行

うに当たって、当該保育所の保育士（同条第３項ただし書の規定によ

る支援を行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制

を確保しなければならない。 

（川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第６３号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第３項の表備考に次の１号を加える。 

⑸ 第１号に規定する者については、１人に限り、当該幼保連携型

認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心理担当職員（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に
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よる大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学

を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒

業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又

はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は

障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって障害児の

療育の指導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののい

ずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者

（以下「特定理学療法士等」という。）をもって代えることがで

きる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する

場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特

定理学療法士等が保育を行うに当たっては、同号に規定する者に

よる支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

  附則第８条第１項中「限って」を「限り」に改め、「この条及び次条

において」を削る。 

附則第９条中「前３条」を「第５条第３項の表備考第５号又は前３条」

に、「第５条第３項の表備考第１号」を「同表備考第１号」に改め、「

者を」及び「当該」の次に「特定理学療法士等、」を加える。 

  附則第１０条を附則第１１条とし、附則第９条の次に次の１条を加え

る。 

第１０条 第５条第３項の表備考第５号及び附則第８条第１項の規定に

より特定理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行う場合には、

当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考第１号に規定する者（

同表備考第５号ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による

支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

（川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第３条 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第６４号）の一部を次のように改正する。 
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  第２９条第３項中「准看護師」の次に「（以下「看護師等」という。）」 

を加え、同条に次の２項を加える。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育

事業所Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担

当職員（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（

短期大学を除く。）若しくは大学院において、心理学を専修する学科、

研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個

人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を

有すると認められる者をいう。）又は障害児の療育に関する知識及び

経験を有する者であって障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従

事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する

知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」という。）を、

１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療

法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育

士（附則第７項又は第８項の規定により保育士とみなされる者を除く。

次項において同じ。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保

育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規

模保育事業所Ａ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保

育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

  第３１条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に

改め、同条に次の２項を加える。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育

事業所Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみ

なすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当

たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士による支援を受けるこ
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とができる体制を確保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保

育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規

模保育事業所Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保

育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

  第４４条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に

改め、同条に次の２項を加える。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事

業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育

士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行

うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士（附則第

７項又は第８項の規定により保育士とみなされる者を除く。次項にお

いて同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければ

ならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保

育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育

所型事業所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を

行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

  第４７条第３項中「保健師、看護師又は准看護師」を「看護師等」に

改め、同条に次の２項を加える。 

 ４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事

業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育

士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行

うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

 ５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保
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育を行う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規

模型事業所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を

行う保育士を除く。）による支援を受けることができる体制を確保し

なければならない。 

  附則第９項中「法第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、」

を削り、「第２９条第３項」及び「第４４条第３項」の次に「若しくは

第４項」を加える。 
 （川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第４条 川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３０年条例第６０号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条に次の１項を加える。 

 ６ 第１項、第２項及び第４項の規定により置かなければならない保育

士の資格を有する者については、１人に限り、当該認定こども園に勤

務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校教

育法の規定による大学（短期大学を除く。）若しくは大学院において、

心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて

卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又は

これと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は障害児

の療育に関する知識及び経験を有する者であって障害児の療育の指導

を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、

かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法

士等」という。）をもって代えることができる。ただし、当該特定理

学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく

教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当た

っては、保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。 
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  附則第６項中「限って」を「限り」に改め、「この項及び次項におい

て」を削り、同項ただし書中「当該認定こども園」を「、当該認定こど

も園」に改める。 

附則第７項の表附則第３項の項の前に次のように加える。 

 

 

 

附則に次の１項を加える。 

 ８ 第６条第６項及び附則第６項の規定により特定理学療法士等及び看

護師等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育を行う

に当たって、当該認定こども園の保育士の資格を有する者（同条第６

項ただし書の規定による支援を行う者を除く。）による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。 

 （川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第５条 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例（令和６年条例第４７号）の一部を次のように改正

する。 

  附則第２項中「係る改正後の」を「おける満３歳以上満４歳に満たな

い幼児に係る保育士の数についての川越市児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例（次項において「条例」という。）」に、「

当分」を「令和１０年３月３１日まで」に、「「２０人」と、「２５人」

とあるのは「３０人」を「、「２０人」に改め、附則に次の１項を加え

る。 

３ 保育士の配置の状況に鑑み、市長が保育の提供に支障を及ぼすおそ

れがあると認める保育所における満４歳以上の幼児に係る保育士の数

についての条例第２０条第２項の規定の適用については、当分の間、

同項中「２５人」とあるのは、「３０人」とする。 

第６条第６項 

 

 

第６条第１項の規定により置

かなければならない保育士の

資格を有する者 

特定理学療法士等 
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 （川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（令和６年条例第４

８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「係る改正後の」を「おける満４歳以上の園児に係る職

員の数についての川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、 

設備及び運営に関する基準を定める条例（次項において「条例」という。）」 

に、「「３０人」と、同表第２号中「１５人」とあるのは「２０人」を

「、「３０人」に改め、附則に次の１項を加える。 
 ３ 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、市長

が教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると認める幼保連携

型認定こども園における満３歳以上満４歳未満の園児に係る職員の数

についての条例第５条第３項の規定の適用については、令和１０年３

月３１日までの間、同項の表第２号中「１５人」とあるのは、「２０

人」とする。 

 （川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例（令和６年条例第４９号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第２項中「第３１条第１項」を「（以下この項及び次項において

「条例」という。）第３１条第１項」に改め、「保育従事者をいう」の

次に「。以下この項及び次項において同じ」を加え、「（同条例」を「

（条例」に、「同項」を「条例第３１条第１項」に、「に係る改正後の

同条例（以下「新条例」という。）」を「（次項において「小規模保育

事業所Ａ型等」という。）における満３歳以上満４歳に満たない児童に

係る保育士又は保育従事者の数についての条例」に、「当分の間、新条
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例」を「令和１０年３月３１日までの間、条例」に「「２０人」と、新

条例第２９条第２項第４号、第３１条第２項第４号、第４４条第２項第

４号及び第４７条第２項第４号中「２５人」とあるのは「３０人」を「、

「２０人」に改め、附則に次の１項を加える。 
３ 保育士又は保育従事者の配置の状況に鑑み、市長が保育の提供に支

障を及ぼすおそれがあると認める小規模保育事業所Ａ型等における満

４歳以上の児童に係る保育士又は保育従事者の数についての条例第２

９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の

規定の適用については、当分の間、条例第２９条第２項第４号、第３

１条第２項第４号、第４４条第２項第４号及び第４７条第２項第４号

中「２５人」とあるのは、「３０人」とする。 
 （川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型

認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の一部改

正） 

第８条 川越市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例（令

和６年条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「第１条」を「（以下この項及び次項において「条例」

という。）第１条」に、「）に係る改正後の」を「同項において同じ。）

における満４歳以上の園児に係る職員の数についての条例」に、「「３

０人」と、同表満３歳以上満４歳未満の園児の項中「１５人」とあるの

は「２０人」を「、「３０人」に改め、附則に次の１項を加える。 

３ 教育及び保育に従事する職員の配置の状況に鑑み、市長が教育及び

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあると認める認定こども園におけ

る満３歳以上満４歳未満の園児に係る職員の数についての条例第５条

第１項の規定の適用については、令和１０年３月３１日までの間、同

項の表満３歳以上満４歳未満の園児の項中「１５人」とあるのは、「

２０人」とする。 
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附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提 案 理 由 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に鑑み、このよ

うに措置する必要がある。 
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議案第４８号 

川越市保育料等に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ 

とについて 

 

 川越市保育料等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

川越市長 森 田 初 恵 

 

川越市保育料等に関する条例の一部を改正する条例 

 川越市保育料等に関する条例（平成２７年条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条第１項中「乳児又は幼児」を「乳児等支援給付認定子ども」に、

「乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条

の３第２３項に規定する乳児等通園支援事業をいう。）による乳児等通園

支援（川越市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年条例第９号）第２条に規定する乳児等通園支援をいう。）」

を「特定乳児等通園支援」に、「保護者」を「乳児等支援給付認定保護者」

に改める。 

 別表第１備考第１項第４号中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律

第１６４号）」を加え、同項第７号中「第５条の４第６項、第５条の４の

２第６項」を「第５条の４第５項」に改める。 

 別表第４のＢの項中「６０」を「１００」に改め、同表のＣの項中「９

０」を「１００」に改め、同表のＤの項中「及びＣ階層」を「からＣ階層

まで」に、「１５０」を「１００」に改め、同表備考第３項を次のように

改める。 

  ３ この表において「要支援児童等養育世帯等」とは、乳児等通園支
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援を行う事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援する

ことが特に必要と認められる子どもを養育する世帯その他市長が特

に必要と認める世帯をいう。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第４のＢの項及び

Ｃの項の改正規定は、令和８年１０月１日から施行する。 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後

の川越市保育料等に関する条例の規定は、令和８年４月１日から適用す

る。 

 

 

   提 案 理 由 

 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準の施行に鑑み、

このように措置する必要がある。 
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議案第４９号 

川越市開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例を

定めることについて 

 川越市開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り定める。 

令和８年６月２日提出 

川越市長 森 田 初 恵

川越市開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 川越市開発許可等の基準に関する条例（平成１８年条例第１２号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第１号イ中「居住する親族」の次に「（３親等内のものに限る。

以下このイにおいて同じ。）」を加え、同条第８号中「土地」の次に「（

第３号に規定する土地を除く。）」を加え、同条に次の１号を加える。 

⑼ 本市が法第１８条の２第１項の規定により定めた都市計画に関する

基本的な方針に即して、規則で定めるところにより、市長が予定建築

物の用途に限り指定した土地の区域において、当該指定に適合した建

築物を建築する目的で行う開発行為 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項第９号の規定により土地の区域を指定したとき、又は当

該土地の区域を変更し、若しくは廃止したときは、その旨を告示しなけ

ればならない。 

第５条第１号中「前条第１号」を「前条第１項第１号」に改め、同条中

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 
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⑵ 前条第１項第９号に掲げる開発行為に係る建築物の新築、改築又は

用途の変更 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１号イの改正

規定並びに次項及び附則第３項の規定は、令和９年４月１日から施行す

る。 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日（次項において「ただし

書施行日」という。）前に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項、第３５条の２第１項又は第４３条第１項の規定によりさ

れた許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の

処分がされていないものに係る許可の基準については、改正後の第４条

第１項第１号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ ただし書施行日前に都市計画法第２９条第１項の規定によりされた許

可又は前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

ただし書施行日以後にされた同条第１項の規定による許可に係る同法第

３５条の２第１項の規定による許可の申請に係る許可の基準については、

改正後の第４条第１項第１号イの規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

提 案 理 由 

市街化調整区域における開発許可の基準を見直すため、このように措置

する必要がある。 
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議案第５０号 

   川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会条例の一部を改正

する条例を定めることについて 

 

 川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会条例の一部を改正する条例

を次のとおり定める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

川越市長 森 田 初 恵     

 

   川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会条例の一部を改正する

条例 

 川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会条例（令和６年条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

 第７条中「は、」の次に「教育総務部教育総務課及び」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提 案 理 由 

川越市立小中学校適正規模・適正配置審議会の運営の体制を見直すため、

このように措置する必要がある。 
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議案第５１号 

旧川越市立診療所解体工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

                  

令和８年６月２日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵   

 

１ 契 約 の 目 的  旧川越市立診療所解体工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２４８，２４３，６００円 

４ 契約の相手方  川越市砂新田一丁目１４番地７ 

           東洋建設株式会社 

            代表取締役 山 崎 秀 一 

５ 工 期  本契約締結の日から令和９年６月３０日まで 

 

 

提 案 理 由 

旧川越市立診療所解体工事入札の結果、このように措置する必要がある。 
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議案第５１号参考資料 

 

工   事   概   要 

 

１ 工 事 名  旧川越市立診療所解体工事 

２ 工 事 場 所  川越市小仙波町二丁目４５番地５ 

３ 工事対象面積  ３，７３１ . ６１平方メートル 

４ 工 事 内 容  建築物本体及び附属建築物等解体撤去工事一式 

５ 工 期  本契約締結の日から令和９年６月３０日まで 
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案　内　図

美術館

県道川越日高線

工事場所

川越市小仙波町二丁目４５番地５

博物館

初雁公園

県立川越高等学校

川越第一小学校

上下水道局

小仙波庁舎

新
河
岸
川

国
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号

25
4

中央公民館

26



本工事範囲

凡　例

配　置　図

Ｓ＝１：７００

6,600

6,400

旧川越市立診療所
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参考 設 計 金 額 ２６９，８３０，０００円 
 消費税及び地方消費税を含む。  予 定 価 格 ２６９，８３０，０００円 

 最 低 制 限 価 格 ２４８，２４３，６００円 
 

入  札  結  果  表 

 
１ 工 事 名 旧川越市立診療所解体工事 

２ 工 事 場 所 川越市小仙波町二丁目４５番地５ 

３ 落札者決定日 令和８年５月１２日 

４ 工    期 本契約締結の日から令和９年６月３０日まで 
 

№ 業   者   名 入札額（単位円） 
第１回目 第２回目 第３回目 摘 要 

１ 株式会社シオノ工業 225,676,000    

２ 東洋建設株式会社 225,676,000   落 札 

３ 初雁興業株式会社 225,676,000    

４ 三光建設株式会社 225,676,000    

付 
 
記 

契約の金額 ２４８，２４３，６００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
４業者による一般競争入札の結果落札 
 株式会社シオノ工業、東洋建設株式会社、初雁興業株式会社及び三光建設株式会社

の入札額が同額であったため、落札候補者を電子くじにより決定 
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議案第５２号 

資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約について 

                      

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

                  

令和８年６月２日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵    

 

１ 契 約 の 目 的  資源化センター熱回収施設定期整備工事 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 の 金 額  ５２８，０００，０００円 

４ 契約の相手方  東京都品川区西品川一丁目１番１号 

           株式会社神鋼環境ソリューション東京支社 

            東京支社長 佐 藤 義 一 

５ 工 期  本契約締結の日から令和９年３月１２日まで 

 

 

提 案 理 由 

資源化センター熱回収施設定期整備工事見積執行の結果、このように措

置する必要がある。 
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議案第５２号参考資料 

 

工   事   概   要 

 

１ 工 事 名  資源化センター熱回収施設定期整備工事 

２ 工 事 場 所  川越市大字鯨井７８２番地３ 

３ 工 事 内 容  ⑴ 受入供給設備工事一式 

⑵ 燃焼溶融設備工事一式 

⑶ スラグ搬出設備工事一式 

⑷ 溶融飛灰処理設備工事一式 

４ 工 期  本契約締結の日から令和９年３月１２日まで 
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鯨井中学校

案　内　図

工事場所

川越市大字鯨井７８２番地３
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リサイクル施設

熱回収施設

配　置　図

本工事建物

凡例

Ｎ
Ｓ＝１：３,０００

14,000

12,000

調整池
収集管理棟

ストックヤード

環境プラザ

（つばさ館）

草木類

資源化施設

配　置　図

Ｓ＝１：３，０００

12,000

14,000

凡　例

本工事建物

32



議案第５３号 

川越市立川越高等学校トイレ改修工事（Ｄ棟・体育館棟）請負 

契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及  

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求  

める。 

 

令和８年６月２日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵 

 

１ 契 約 の 目 的  川越市立川越高等学校トイレ改修工事（Ｄ棟・体育 

          館棟） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２３３，７７２，０００円 

４ 契約の相手方  川越市神明町２３番地１５ 

           株式会社シオノ工業 

            代表取締役 伏 見 有 朋 

５ 工 期  本契約締結の日から令和９年２月２６日まで 

 

 

提 案 理 由 

川越市立川越高等学校トイレ改修工事（Ｄ棟・体育館棟）入札の結果、

このように措置する必要がある。 
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議案第５３号参考資料 

 

工   事   概   要 

 

１ 工 事 名  川越市立川越高等学校トイレ改修工事（Ｄ棟・体育 

          館棟） 

２ 工 事 場 所  川越市旭町二丁目３番地７ 

３ 工 事 内 容  ⑴ 建築工事一式 

          ⑵ 電気設備工事一式 

          ⑶ 機械設備工事一式 

４ 工 期  本契約締結の日から令和９年２月２６日まで 
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案　内　図

大塚小学校
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国
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凡　例

配　置　図

Ｓ＝１：１，８００

蒼穹館

4,000

部室棟

校舎棟

6,000

16,000

本工事範囲

体育館棟
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参考 設 計 金 額 ２５４，１００，０００円 
 消費税及び地方消費税を含む。  予 定 価 格 ２５４，１００，０００円 

 最 低 制 限 価 格 ２３３，７７２，０００円 
 

入  札  結  果  表 

 
１ 工 事 名 川越市立川越高等学校トイレ改修工事（Ｄ棟・体育館棟） 

２ 工 事 場 所 川越市旭町二丁目３番地７ 

３ 落札者決定日 令和８年５月１２日 

４ 工    期 本契約締結の日から令和９年２月２６日まで 
 

№ 業   者   名 入札額（単位円） 
第１回目 第２回目 第３回目 摘 要 

１ 東洋建設株式会社 辞 退    

２ 三光建設株式会社 辞 退    

３ 株式会社シオノ工業 212,520,000   落 札 

付 
記 

契約の金額 ２３３，７７２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
１業者による一般競争入札の結果落札 
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議案第５４号 

なぐわし公園整備事業用地の取得について 

 

次のとおり用地を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵    

 

１ 土 地 の 表 示   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所  在  地  番 地  目 地 積（㎡） 

川越市大字鯨井字荒田１２９７番 田 １，３６８．２９ 

〃   〃  〃 １２９８番 〃 ７９７．７６ 

 〃   〃  〃 １２９９番 〃 １，１９５．１２ 

 〃   〃  〃 １３１１番１ 〃 ２６４．２５ 

 〃   〃  〃 １３１１番３ 〃 ２６２．９０ 

 〃   〃  〃 １３１１番４ 〃 ２６４．５６ 

 〃   〃  〃 １３１４番 〃 ９９６．６９ 

 〃   〃  〃 １３１５番 〃 ９９５．６７ 

 〃   〃  〃 １３１６番 〃 ９９５．６６ 

 〃   〃  〃 １３１７番１ 〃 ９０４．３５ 

 〃   〃  〃 １３１７番３ 雑 種 地 ８６４．６０ 

 〃   〃  〃 １３１８番１ 畑 １６３．０２ 

 〃   〃  〃 １３１８番３ 雑 種 地 ８７２．１９ 

 〃   〃  〃 １３１９番 畑    ９９６．６７ 

 〃   〃  〃 １３２０番 〃 ９９７．６７ 
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２ 取 得 の 目 的  なぐわし公園整備事業用地 

３ 取得予定価格  ８３６，９９５，６８０円 

４ 契約の相手方  川越市土地開発公社 

 

 

   提 案 理 由 

なぐわし公園整備事業用地を取得するため、このように措置する必要が

ある。 

川越市大字鯨井字荒田１３２１番  田 ７０９．４８ 

 〃   〃  〃 １３２２番  〃 １，０００．６７ 

 〃   〃  〃 １３４８番４ 雑 種 地 ４６７．７２ 

合    計 １ ８ 筆 １４，１１７．２７ 
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凡　例

取得予定地

県道川越坂戸毛呂山線

なぐわし公園

資源化センター
小畔川

案　内　図

議案第５４号参考資料
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なぐわし公園整備事業用地略図

Ｓ＝１：４，０００

川越市大字鯨井字荒田１２９７番ほか１７筆
１４，１１７．２７㎡
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議案第５５号 

   川越市立小・中学校学習者用コンピュータの取得について 

 

 次のとおり川越市立小・中学校学習者用コンピュータを取得するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の

規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵 

 

１ 取得する財産  川越市立小・中学校学習者用コンピュータ ２８， 

３８３台 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 取 得 の 金 額  １，５５９，６４６，０００円 

４ 契約の相手方    東京都千代田区外神田六丁目１５番１２号 

           富士電機ＩＴソリューション株式会社 

            代表取締役 及 川  弘 

 

 

提 案 理 由 

川越市立小・中学校学習者用コンピュータを取得するため、このように

措置する必要がある。 
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議案第５５号参考資料 

入  札  結  果  表

１ 件 名 令和８年度川越市立小・中学校学習者用コンピュータの購入

２ 納 入 場 所 川越市立川越第一小学校ほか５４箇所

３ 入 札 日 時 令和８年４月２４日 午後１時３０分

４ 入 札 場 所 川越市役所３Ａ会議室

５ 納 入 期 限 令和９年２月２６日

№ 業 者 名
入札額（単位円）

第１回目 第２回目 第３回目 摘 要

１
富士電機ＩＴソリューショ

ン株式会社
1,417,860,000 落 札

２

リコージャパン株式会社デ

ジタルサービス営業本部埼

玉支社公共文教営業部

辞 退

付

記

契約の金額 １，５５９，６４６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

１業者による一般競争入札の結果落札
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